
京都地方法務局・京都司法書士会 相続・遺言相談センター設置について 
 
 令和２年８月３日より、当会は京都地方法務局と合同で、下記の要領により、「相続・遺

言相談センター」を設置することとなりました。 
 近年需要が高まっております相続登記や法定相続証明情報制度のみならず、令和２年７

月１０日に施行された、法務局による遺言書保管制度に関する相談にも、当会所属の司法

書士が無料で相談に応じますので、お気軽にご利用いただけますと幸いです。 
 また、当会では府民の皆さまが司法書士をさらに利用しやすくするための取り組み、そ

して各種社会問題の解決に向けた取り組みを進めて参る所存でございます。皆さま方にお

かれましては、今後も司法書士に対するご支援をいただきますようお願い申し上げます。 
記 

１．名称「京都地方法務局・京都司法書士会 相続・遺言相談センター」 
 
２．設置時期「令和２年８月３日」 
 
３．設置場所・相談時間など 
 
 ① 京都地方法務局 ３階 毎週月、水、金曜日 １４：００～１６：００ 
 ② 京都地方法務局宇治支局 １階 毎月第２第４火曜日 １５：００～１７：００ 
 
４．相談内容 
 ・相続登記「相続したので家の名義を変えたい」 
 ・法定相続情報証明制度「預金などの相続手続きをスムーズにしたい」 
 ・自筆証書遺言書保管制度「遺言書を作成して相続人間の争いを予防したい」 
 
５．相談会詳細 
 ・相談無料 
 ・相談時間は１回３０分 
・予約制  

予約専用ダイヤル 京都司法書士会 電話番号 ０７５－５８５－４１１３ 
 
６．主催 
  京都地方法務局・京都司法書士会 



〈主催〉京都地方法務局・京都司法書士会

相続登記

京都地方法務局 ３階

会場 2

会場 1
〈相談時間〉  毎週月・水・金　14:00～16:00

〈相談時間〉  毎月第2・第4火曜日 15:00～17:00
京都地方法務局宇治支局 １階

上京区上生洲町197

宇治市宇治琵琶33-2

相談無料

相談時間
１回/30分以内
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相談センター
相続 遺言・

登記・法律相談

秘密厳守 要予約

土曜日 10:00～12:00

多重債務・消費者トラブル相談

木曜日 19:00～21:00 （登記・多重債務・法律相談）夜間相談
月水金 15:00～17:00／土曜日 10:00～12:00

成年後見相談

平　日 15:00～17:00／土曜日 10:00～12:00
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京都司法書士会

市バス 
「裁判所前」

京都司法書士会ではこのような相談も行っております。

◎相談場所はいずれも京都司法書士会館です。
※日曜・祝日・12月第4週の土曜日を除きます。
※予約受付時間 平日9：00～17：00 （土曜日 9：00～12：00）までtel 075-255-2566

tel相談会のご予約は
※予約制となっています。
　相談ご希望の方は左記電話番号
 （京都司法書士会）までご連絡ください075-585-4113

司法書士会
総合相談センター

ご予約
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